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７・８第４期神栖市障がい者プラン策定業務委託に係る公募型プロポーザル 

実施要領 

 

１　業務概要 

（１）業務名 　　　７・８第４期神栖市障がい者プラン策定業務委託 

（２）業務目的　　　別紙「第４期神栖市障がい者プラン策定業務 仕様書」 

及び内容　　　のとおり 

（３）業務期間 　　 契約締結の日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

２　業務に要する費用（見積限度額） 

　　６，３８０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

うち、令和７年度　３，５０９，０００円 

令和８年度　２，８７１，０００円 

なお、この金額は契約金額の限度を示すものであり、本市がこの金額で契約する

ことを約束するものではない。また、見積書の金額が、見積限度額を超過した場合

は失格とする。 

 

３　参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、公告日現在、以下の要件をすべて満たしている者

とする。なお、契約時までに応募資格を欠いた場合は、契約をしないことができるも

のとする。 

（１）公告日現在において、令和７・８年度神栖市競争入札参加資格者名簿の市場調

査・計画策定に登載されていること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者及び同条第２項の規定に基づく神栖市の入札参加の制限を受けてい

ない者であること。  

（３）公告日から受託候補者決定の日までの間、神栖市建設工事及び委託業務等の契

約事務に関する規程（平成１２年神栖町訓令第６号）に基づく入札参加資格停止

措置を受けていない者及び茨城県の指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなされ

ている者、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立がな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立がなされている者でないこと。（再生手続開始決定がなされ、競争参加

資格の再認定を受けた者を除く。） 

（５）役員等が暴力団による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団
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員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者でないこと。  

（６）市内に営業所を有する者は、市納税義務に対し完納していること。 

（７)官公署からの業務受託による本業務の内容と同種の業務又は類似の業務を過去 

５年間（令和２年４月１日以降）において、元請として受注した実績を有する者 

であること。 

（８）本業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること及

び本市の指示等に柔軟に対応できること。 

  

４　参加表明等に関する事項 

  本業務のプロポーザルへの参加について、次の手続きを行うものとする。 

 （１）提出書類：「プロポーザル参加表明書」（様式１） 

 （２）提出期限：令和７年７月２９日（火）午後４時 まで 

 （３）提出方法：電子メールのみとし、メールの表題を「プロポーザル参加表明書」 

とすること。なお、代表者職氏名の印については、押印のある 

「プロポーザル参加表明書」を PDF 等にて送信すること。 

なお、電子メール送信後は、必ず電話にて送信の旨を連絡すること。

※電子メール以外の方法による参加表明は受け付けない。 

 （４）提 出 先：神栖市福祉部障がい福祉課（後記１４参照） 

 （５）電子メールの受信を午後４時までに本市で確認できた時に、プロポーザル参

加表明書に記載されたメールアドレスへ午後５時までに確認の電子メールを送

信する。 

 （６）参加表明後に、事情等により参加を辞退する場合には、速やかに辞退届（任

意様式）を持参又はメールにより提出すること。なお、この場合でも、その他

の事業において不利益を被ることはない。 

※本プロポーザルに関する提出書類等は、神栖市ホームページからダウンロード 

すること。 

 

５　質問及び回答 

 本業務の仕様等について質疑がある場合は、次により提出すること。 

 （１）提出書類：「質問書」（様式２） 

 （２）提出期限：令和７年７月１８日（金）午後４時 まで 

 （３) 提出方法：電子メールのみとし、メールの表題を「プロポーザル質問書」と

すること。なお、電子メール送信後は、必ず電話にて送信の旨を連

絡すること。※電子メール以外の方法による質問は受け付けない。 

 （４）提 出 先：神栖市福祉部障がい福祉課（後記１４参照） 

 　　 （５）質問に対する回答は、令和７年７月２５日（金）午前１０時に神栖市ホームペ
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ージに掲載する。なお、質問に対する回答は、本プロポーザルの実施要領や仕

様書等に記載する内容の追加又は修正とみなす。 

 

６　企画提案書等の作成及び提出 

（１）提出書類 

 （２）提出書類作成方法 

①企画提案書の様式は、Ａ４縦長横書きを原則とする。文字サイズは見やすいフ

ォント（１２ポイント程度）で作成すること。 

　②企画提案書は、提案内容について記載し、７（３）審査基準①～⑥に示した各

項目については記載すること。各項目の細分化、項目の追加は認める。簡潔で

分かりやすい記述とすること。 

　③企画提案書本文は２０ページ以内とする。（表紙及び目次、パート仕切り等含

まず。）Ａ４両面及びＡ３は２ページとしてカウントする。 

④提案書類は、フラットファイル等（Ａ４）に、提出書類名を記したインデック

スにより、No.順に綴じて提出すること。 

　⑤提出書類を綴ったファイルの表紙及び背表紙には、タイトル「７・８第４期神

栖市障がい者プラン策定業務企画提案書」及び会社名を記載すること。 

　　⑥正本１部（代表者押印のもの）、副本９部（正本の写し）。 

なお、受付印を押印した副本の返却を希望する場合は、副本１０部とする。 

※郵送による返却の場合は、返信用の封筒及び切手を用意すること。 

 

（３）提出期限：令和７年８月８日（金）午後４時（必着） 

※上記期限までに提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

（４）提出場所：神栖市福祉部障がい福祉課（後記１４参照） 

 

 No. 提出書類 様式

 １ 企画提案書提出届 様式３

 ２ 　会社概要調書（履歴事項全部証明書を添付） 様式４

 ３ 　担当者調書 様式５

 ４ 　業務実績調書（過去５年間） 様式６

 ５ 　見積書（税込）　内訳を記載すること（項目は任意 

とする）※正本は社判押印、副本は写し可
任意

 ６ 　企画提案書（事業計画・提案内容・工程表等を含む） 

　

任意 

７（３）参照

 ７ 　機密保持に関する社内規定を証明する書類 社内規定の写し

 ８ 　その他、参考資料（任意提出） 任意様式
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（５）提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、配達記録とする） 

　　　　　　　　土曜・日曜・祝日を除く、午前９時から午後４時まで。 

 

（６）本市からの疑義照会 

　　　企画提案書等の内容について、必要に応じて、疑義の照会等を行うことがある。 

 

７　審査方法等 

（１）１次審査（書類審査） 

　①実施体制、業務実績、価格、個人情報保護体制について、得点を算出し審査する。 

　②提案者が４者以上の場合には、①で算出した得点の高い順に、上位３者を選定す

る。 

　③１次審査の総合得点が同点の場合は、次の順に評価点の高い者を上位とする。 

　　　１　業務実績 

　　　２　実施体制 

　　　３　個人情報保護体制 

　④③によっても順位が決まらない場合は、審査委員の協議により決定する。 

（２）２次審査（プレゼンテーション審査） 

　①１次審査により選考された者に対し企画提案書についてのプレゼンテーション

を実施し、（３）の審査基準に基づき審査する。なお、追加資料の配付は認めな

い。 

　②１次審査及び２次審査の結果を合計した総合評価点のうち、最高点と最低点各１

名分を除き合計した総合評価点が最も高い得点を最高評価点として提案を選定

する。なお、提案者の総合評価点の平均点が６０点の場合を最低基準点とし、最

高評価点が最低基準点に満たない場合は失格とする。 

　③提案者が複数の場合にプレゼンテーションを行う順番は、プロポーザル参加表明

書提出順位の早い順に行う。 

　 

（３）審査基準 

　①本計画の基本的な考え方 

　　国や県の障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画を踏まえた提案について 

　　当市の総合計画や他計画の理解や方向性を踏まえた提案について 

　②現状の分析と課題整理 

　　市の障害者の現状を把握し、調査による課題の整理及び分析を行う提案について 

　③提案内容の的確性と有益性 

　　本業務の目的を理解した内容の提案について 

　　計画策定に対する有益な提案について 

　④アンケート調査について 
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　　回収率の向上についての具体的な提案について 

　　アンケート結果を計画に反映させる提案について 

　⑤実施体制、作業工程の具体性 

　　担当者の配置人数、担当者の経験年数や実務実績について 

　　作業工程について 

　⑥個人情報に関することについて 

　　個人情報保護方針を策定し、公表されているか 

　　プライバシーマーク、ＩＳＭＳ取得について 

　⑦プレゼンテーション全般について 

　　プレゼンテーションの分かり易さ 

　　本業務への意欲や熱意 

 

（４）プレゼンテーション実施概要 

　①実施日時　　令和７年８月２７日（水）予定 

　②場所　　　　神栖市役所または神栖市保健・福祉会館の予定 

　　　　　　　　※詳細な日時・場所等については、別途連絡する。 

③説明者　　　３人以内 

④所要時間　　１提案者につき３０分以内とする。 

　　　　　　　　（プレゼンテーション２０分以内、質疑応答 １０分以内） 

　　　　　　　　説明者及び質疑応答は、本業務契約後において、主担当者になる者

が行うことを基本とする。 

⑤その他　　　プレゼンテーションで使用するパソコンは参加者が持参し、プロジ

ェクター、スクリーン、ＨＤＭＩケーブルは本市が用意する。 

 

８　審査結果の通知 

（１）１次審査（書類審査） 

審査結果を書面により通知する。　令和７年８月１４日（木）発送予定 

なお、１次審査を通過した提案者については、審査結果に加えて２次審査を実

施する旨を、書面により通知する。 

（２）２次審査（プレゼンテーション審査） 

審査結果を書面により通知する。　令和７年９月　２日（火）発送予定 

 

９　日程（予定） 

 公告及び実施要領等のホームページ

掲載
令和７年７月１４日（月）

 質問受付締切 令和７年７月１８日（金）午後４時まで
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１０　失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提案書が、次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の提案を失格とする。 

（１）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

（３）提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

（４）プレゼンテーションに参加しなかったもの 

（５）虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

（６）見積書の金額が、業務に要する費用（見積限度額）を超過したもの 

（７）審査の公平性を害する行為があった場合 

 

１１　契約 

（１）受託候補者選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随

意契約の手続きを行うものとする。 

なお、その際には、選定された者は改めて見積書を提出するものとする。 

（２）受託候補者との協議において、両者が合意に至らなかった場合には、受託候補

次点者との協議を行うものとする。 

（３）契約代金の支払いについては、各年度の業務完了後にそれぞれ支払うものとす

る。 

 

１２　その他留意事項 

（１）企画提案は、１者につき１案とする。 

（２）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停

止措置を行うことがある。 

（４）提出書類は返却しないとともに、提出者の選定以外には無断で使用しない。 

 質問回答 令和７年７月２５日（金）午前１０時 

神栖市ホームページに掲載

 プロポーザル参加表明書の提出期限 令和７年７月２９日（火）午後４時まで

 企画提案書等の提出期限 令和７年８月　８日（金）午後４時まで

 １次審査（書類審査） 令和７年８月１２日（火）予定

 １次審査結果通知 令和７年８月１４日（木）発送予定

 ２次審査（プレゼンテーション審査） 令和７年８月２７日（水）予定

 ２次審査審査結果通知 令和７年９月　２日（火）発送予定

 業務委託契約締結 令和７年９月上旬
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（５）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（６）神栖市情報公開条例（令和５年神栖市条例第２号）に基づく公開請求があった

場合は、原則として公開の対象となる。ただし、提案者が事業を営む上で、正当

な利益を害すると認められる情報は非公開となる場合があるので、これらの情報

に該当すると考える部分がある場合は、あらかじめ文書により申し出るものとす

る。 

なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響するおそれがあ

る情報については決定後の公開とする。 

（７）審査の内容についての問合せには一切応じない。また、審査結果に対する異議

申し立ては受け付けない。 

 

１３　企画提案書等の著作権取扱 

企画提案書等の著作権等については、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとす

る。ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、

市が必要と認める場合には、市は、受託先にあらかじめ通知することにより、そ

の一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるも

のとする。 

（２）市は提出された企画提案書等について、神栖市情報公開条例の規定による請求

に基づき、第三者に公開することができるものとする。ただし、事業を営む上で、

競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非公

開となる場合がある。なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定

に影響するおそれがある情報については決定後の公開とする。 

 

１４　担当部署（問合せ先・提出先） 

〒314-0121　茨城県神栖市溝口１７４６番地１ 

神栖市福祉部障がい福祉課 

担当：秋田・谷口 

TEL：0299-77-5117 

FAX：0299-77-5844 

E-mail：sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp


